
議案第３２号 

 

三田市議会議員及び三田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用 

の公営に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

三田市議会議員及び三田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関

する条例等の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

令和４年５月２７日提出 

 

三田市長 森  哲 男    



三田市条例第  号 

 

三田市議会議員及び三田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用 

の公営に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（三田市議会議員及び三田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に

関する条例の一部改正） 

第１条 三田市議会議員及び三田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公

営に関する条例（平成６年三田市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２号ア中「１５，８００円」を「１６，１００円」に改め、同号イ中

「７，５６０円」を「７，７００円」に改める。 

 （三田市議会議員及び三田市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営

に関する条例の一部改正） 

第２条 三田市議会議員及び三田市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の

公営に関する条例（平成６年三田市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  第４条中「５２５円６銭」を「５４１円３１銭」に、「３１０，５００円」を「３

１６，２５０円」に改める。 

 （三田市議会議員及び三田市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条

例の一部改正） 

第３条 三田市議会議員及び三田市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関す

る条例（平成１９年三田市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

  第４条及び第５条中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


